
投
票
日

３
月
23
日
㈰　

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

告
示
日

３
月
６
日
㈭

開　
票

　

３
月
23
日
㈰　

午
後
８
時
〜　

宇

城
市
松
橋
総
合
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー

（
ウ
イ
ン
グ
ま
つ
ば
せ
）
メ
イ
ン
ア

リ
ー
ナ

投
票
で
き
る
人

　

昭
和
63
年
３
月
24
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、
平
成
19
年
12
月
５
日
ま

で
に
転
入
の
届
け
出
を
し
て
、
投
票

日
現
在
市
内
に
住
ん
で
い
る
人

転
出
し
た
人
の
投
票

　

熊
本
県
内
の
市
区
町
村
へ
転
出
後

４
カ
月
以
内
で
、
新
し
い
住
所
地
の

選
挙
人
名
簿
に
ま
だ
登
録
さ
れ
て
い

な
い
人
は
宇
城
市
で
投
票
で
き
ま

す
。

※ 

投
票
に
は
「
引
き
続
き
県
内
に
住

所
を
有
す
る
旨
の
証
明
書
」
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

※ 

２
回
以
上
住
所
を
移
転
し
た
人
は

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

県
外
へ
転
出
し
た
人
は
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す

　

選
挙
当
日
に
用
事
な
ど
が
あ
り
、

ど
う
し
て
も
投
票
で
き
な
い
人
は
、

期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

　

期
日
前
投
票
が
で
き
る
期
間
、
場

所
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。

期
間　
３
月
７
日
㈮
〜
３
月
22
日
㈯

の
16
日
間

時
間　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

場
所　
宇
城
市
役
所

　
　
　

宇
城
市
三
角
支
所

　
　
　

宇
城
市
不
知
火
支
所

　
　
　

宇
城
市
小
川
支
所

　
　
　

宇
城
市
豊
野
支
所

　
　
　

 （
※
ど
こ
の
投
票
所
で
も
投

票
で
き
ま
す
）

入
場
券
を
発
送
し
ま
す

　

入
場
券
は
３
月
７
日
ま
で
に
届
く

よ
う
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。
郵
便

事
情
に
よ
り
ご
家
族
で
到
着
日
が
違
う

場
合
も
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

　

入
場
券
に
は
、
投
票
所
の
場
所
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。
必
ず
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

宇
城
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
市
役
所
総
務
部
総
務
課
内
）

☎
３
２
│
１
１
１
１

（
内
線
１
２
１
８
・
１
２
２
０
・
１
２
２
２
）

三
角
支
所
総
合
窓
口
課　

☎
５
３
│
１
１
１
１

小
川
支
所
総
合
窓
口
課

☎
４
３
│
１
１
１
１

豊
野
支
所
総
合
窓
口
課

☎
４
５
│
２
１
１
１

【
議
会
議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
】

合
併
協
議
会
の
協
議
決
定
に
基
づ
き
、
議
員

報
酬
を
平
成
20
年
度
か
ら
22
年
度
ま
で
３
段

階
に
わ
た
っ
て
引
き
上
げ
ま
す
。

【
消
防
団
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
】

功
労
金
の
設
定
は
勤
務
年
数
34
年
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
後
35
年
以
上
の
退

団
者
も
見
込
ま
れ
る
た
め
、
新
た
に
35
年
以

上
の
団
員
を
設
定
し
ま
す
。

【
市
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
】

借
上
型
市
営
住
宅
建
設
に
伴
う
も
の
で
す
。

【
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
】

料
金
改
定
に
伴
う
も
の
で
す
。

【
農
業
集
落
排
水
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
】

受
益
者
分
担
金
を
定
め
る
た
め
で
す
。

【
平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
】

６
０
０
７
万
８
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
６
４
億
８
５
７

８
万
５
千
円
と
し
ま
し
た
。

主
な
補
正
は
、
障
害
者
自
立
支
援
費
１
６
４

１
万
円
、
公
債
費
の
繰
り
上
げ
償
還
に
１
２

４
１
万
円
な
ど
で
す
。

【
平
成
19
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
】

＊
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

２
６
１
９
万
４
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
82
億
８
６
７
５
万

６
千
円
と
し
ま
し
た
。

＊
老
人
保
健
特
別
会
計

２
７
０
０
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
80
億
３
５
９
万
１
千
円

と
し
ま
し
た
。

＊
介
護
保
険
特
別
会
計

２
６
０
万
７
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
49
億
３
９
６
２
万
１

千
円
と
し
ま
し
た
。

＊
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

６
３
０
万
８
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
億
２
７
７
０
万
４

千
円
と
し
ま
し
た
。

＊
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

４
４
６
万
３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
３
億
２
０
４
３
万
２

千
円
と
し
ま
し
た
。

＊
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

８
億
７
３
８
９
万
７
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
27
億
２
９
６

５
万
９
千
円
と
し
ま
し
た
。

＊
水
道
事
業
会
計

３
３
０
万
円
を
追
加
し
、
収
益
的
収
入
及
び

支
出
の
額
を
12
億
１
０
６
万
６
千
円
と
し
ま

し
た
。

７
億
７
７
０
６
万
９
千
円
を
追
加
し
、
資
本

的
収
入
の
額
を
９
億
８
８
３
８
万
４
千
円
と

し
ま
し
た
。

７
億
７
６
７
７
万
円
を
追
加
し
、
資
本
的
支

出
の
額
を
13
億
８
６
２
３
万
８
千
円
と
し
ま

し
た
。

＊
国
民
健
康
保
険
宇
城
市
民
病
院
事
業
会
計

71
万
７
千
円
を
追
加
し
、
資
本
的
収
入
の
額

を
72
万
円
と
し
ま
し
た
。

５
４
４
５
万
２
千
円
を
追
加
し
、
資
本
的
支

出
の
額
を
７
５
４
０
万
１
千
円
と
し
ま
し
た
。

松
橋
総
合
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー
と
小
川
総
合

文
化
セ
ン
タ
ー
文
化
ホ
ー
ル
の
指
定
管
理
者

を
「
株
式
会
社
オ
カ
ム
ラ
」
に
指
定
し
ま
し

た
。
期
間
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

23
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

【
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
】

現
委
員
の
宮
川
晴
子
さ
ん
（
三
角
町
）
の
任

期
満
了
（
平
成
20
年
３
月
31
日
）
に
伴
い
、

同
委
員
の
再
度
推
薦
に
つ
い
て
適
任
と
答
申

さ
れ
ま
し
た
。

現
委
員
が
任
期
満
了（
平
成
20
年
３
月
31
日
）

と
な
る
た
め
、
後
任
の
委
員
候
補
者
を
法
務

大
臣
に
推
薦
す
る
に
あ
た
り
、
山
本
弘
昭
さ

ん
（
松
橋
町
）、
安
達
和
代
さ
ん
（
松
橋
町
）、

三
⻆
淳
子
さ
ん
（
松
橋
町
）
の
３
人
の
推
薦

に
つ
い
て
適
任
と
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

Ⅰ　
監
査
の
対
象

　

平
成
19
年
度
（
平
成
19
年
９
月
末
日
現

在
）
執
行
の
市
長
部
局
、
議
会
事
務
局
、

教
育
委
員
会
事
務
局
、
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
、
農
業
委
員
会
事
務
局
、
監
査

委
員
事
務
局
及
び
公
営
企
業
に
関
す
る
事

務
。

Ⅱ　
監
査
の
期
間

　

平
成
19
年
10
月
10
日
㈬
か
ら
平
成
19
年

12
月
６
日
㈭
の
期
間
（
土
、
日
曜
日
等
除

く
）
で
実
施
し
た
。

Ⅲ　
監
査
の
方
法

　

平
成
19
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の

執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
並
び

に
市
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、（
平
成

19
年
９
月
末
日
現
在
）予
算
の
執
行
状
況
、

物
品
の
出
納
、
保
管
の
状
況
、
財
産
の
維

持
管
理
の
状
況
並
び
に
工
事
の
施
工
状
況

等
、
各
課
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
監
査
資
料

を
も
と
に
、
関
係
諸
帳
簿
の
審
査
及
び
健

康
福
祉
部
所
管
の
保
育
園
（
所
）、
児
童

館
並
び
に
教
育
部
所
管
の
郷
土
資
料
館
の

現
地
調
査
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
職

員
か
ら
説
明
を
う
け
な
が
ら
監
査
を
実
施

し
た
。

Ⅳ　
監
査
の
結
果

　

前
記
監
査
の
方
法
に
基
づ
い
た
重
点
項

目
及
び
着
眼
点
を
設
定
し
、
各
課
等
・
各

項
目
ご
と
の
事
項
に
沿
っ
た
監
査
を
実
施

し
た
結
果
、
全
般
的
に
は
積
極
的
に
施
策

の
成
果
が
う
か
が
わ
れ
、
概
ね
良
好
と

認
め
た
。
し
か
し
、
平
成
18
年
度
定
期
監

査
で
の
「
検
討
・
改
善
を
必
要
と
す
る
事

項
」
あ
る
い
は
一
部
の
事
務
処
理
に
つ
い

て
は
、
契
約
事
務
取
扱
規
則
、
会
計
規
則
、

職
員
服
務
規
程
、
文
書
管
理
規
程
等
不
備

な
点
・
改
善
又
は
検
討
を
要
す
る
事
項
が

見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
都
度
担
当
職

員
に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
よ
う

指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
の
事

務
処
理
に
留
意
さ
れ
る
と
と
も
に
事
務
執

行
に
最
善
の
配
慮
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

Ⅴ　
検
討
・
改
善
を
必
要
と
す
る
事
項

　

今
回
の
定
期
監
査
に
お
い
て
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
検
討
・
改
善
す
べ
き
で
あ
る
。

１　
組
織
体
系

①　

平
成
17
年
９
月
第
一
次
宇
城
市
行
政

改
革
大
綱
の
組
織
機
構
の
改
革
で
、
平
成

22
年
ま
で
に
職
員
数
５
５
０
人
（
１
２
０

人
削
減
）
体
制
を
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、

平
成
19
年
９
月
現
在
７
部
30
課
（
市
民
病

院
、
会
計
課
、
議
会
事
務
局
、
監
査
委
員

事
務
局
、
農
業
委
員
会
事
務
局
、
各
支
所

及
び
各
分
室
除
く
）
あ
る
現
状
に
お
い

て
、
課
及
び
係
の
統
廃
合
の
必
要
が
あ
る

と
判
断
す
る
の
で
早
急
に
検
討
す
べ
き
で

あ
る
。

②　

行
政
が
事
務
執
行
す
る
う
え
で
、
最

も
必
要
な
経
費
す
な
わ
ち
自
主
財
源
の
確

保
が
重
要
課
題
で
あ
り
市
税
の
み
な
ら
ず

負
担
金
、
使
用
料
等
の
徴
収
体
制
の
見
直

し
を
し
、
そ
の
機
能
が
ス
ム
ー
ズ
に
発
揮

で
き
る
よ
う
強
化
さ
れ
た
い
。

２　
業
務
委
託

①　

市
は
諸
種
の
事
務
事
業
を
行
っ
て
い

る
が
、
本
質
的
に
市
が
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
は
別
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の

事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、
他
の
機
関
あ
る

い
は
特
定
の
者
に
委
託
し
て
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
、
業
務

（
個
人
）
委
託
と
任
用
が
混
同
さ
れ
な
い

よ
う
明
確
に
区
分
す
る
必
要
が
あ
り
、
可

能
な
場
合
は
法
人
へ
の
委
託
が
望
ま
し
い

こ
と
で
あ
る
が
、
市
が
「
任
意
の
団
体
」

と
契
約
し
、
さ
ら
に
そ
の
団
体
と
個
人
が

契
約
し
た
事
案
や
契
約
書
の
委
託
料
と
実

施
方
法
の
相
違
さ
ら
に
は
使
用
済
食
料
油

回
収
業
務
等
市
民
が
契
約
内
容
を
明
確
に

理
解
で
き
る
よ
う
す
べ
き
で
あ
る
。

３　
ス
ポ
ー
ツ
事
故
等
災
害
見
舞
金

①　

本
市
に
は
ス
ポ
ー
ツ
事
故
見
舞
金
支

給
条
例
に
基
づ
く
「
見
舞
金
」
と
公
民
館

総
合
補
償
制
度
に
基
づ
く
「
補
償
金
」
が

あ
る
。
地
方
公
務
員
法
第
35
条
で
は
、
職

務
に
専
念
す
る
義
務
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
市
政
に
対
す
る
市
民
か
ら
の
信
用
、

信
頼
が
失
墜
す
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
、
事

務
執
行
に
万
全
の
体
制
で
臨
む
こ
と
を
強

く
望
む
も
の
で
あ
る
。

４　
健
康
立
市

①　

平
成
17
年
６
月
第
一
次
宇
城
市
総
合

計
画
に
策
定
さ
れ
た
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
シ

テ
ィ
・
宇
城
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
「
環

境
保
全
」「
健
康
立
市
」「
生
活
安
定
」「
安

心
安
全
」「
教
育
文
化
」
の
５
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
よ
り
、
生
活
者
の
視
点
に
立
っ

た
ま
ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
健
康

で
あ
る
こ
と
は
充
実
し
た
人
生
を
送
る
た

め
の
最
も
基
礎
的
な
要
件
で
あ
り
、
生
活

す
る
う
え
で
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
で
あ

る
。
今
、
健
康
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い
る

保
健
師
、管
理
栄
養
士
、看
護
師
31
人
（
臨

時
・
非
常
勤
含
む
）
で
母
子
保
健
、
成
人

保
健
、
生
き
が
い
支
援
業
務
を
実
施
し
て

い
る
が
、
保
健
事
業
で
家
庭
訪
問
、
保
健

指
導
、
健
康
相
談
等
10
項
目
あ
り
、
特
に

家
庭
訪
問
を
重
点
に
し
た
取
り
組
み
を
望

む
も
の
で
あ
る
。

５　
施
設
白
書

①　

本
市
に
は
合
併
前
の
旧
町
単
位
で
人

口
規
模
に
応
じ
て
、
住
民
の
身
近
な
と
こ

ろ
に
施
設
を
整
備
し
、
住
民
福
祉
の
向
上

を
図
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
合
併
に
よ

り
施
設
白
書
で
は
２
２
２
の
中
小
規
模
の

施
設
が
あ
り
、
必
要
な
経
費
や
維
持
管
理

費
に
年
間
約
38
億
円
を
要
し
、
本
市
財
政

に
大
き
な
負
担
と
な
る
こ
と
は
確
実
と
推

測
す
る
。
平
成
18
年
度
か
ら
地
方
自
治
法

第
２
４
４
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
議

会
の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
の
指
定
を

実
施
し
て
い
る
が
施
設
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
や
行
政
コ
ス
ト
を
比
較
検
討
し
、
早
急

に
そ
の
方
向
性
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

６　
水
道
事
業
会
計

①　

流
動
資
産
の
貯
蔵
品
に
お
い
て
、
平

成
18
年
度
定
期
監
査
報
告
書
及
び
例
月
現

金
出
納
検
査
で
指
摘
し
た
事
案
で
、
貯
蔵

品
残
高
の
確
認
が
で
き
る
状
態
で
は
な

か
っ
た
が
平
成
19
年
11
月
末
日
で
確
認
を

行
っ
た
。
水
道
事
業
会
計
規
程
第
59
条
か

ら
第
62
条
ま
で
を
遵
守
し
、
事
務
執
行
に

あ
た
ら
れ
た
い
。

　
　
　

平
成
20
年
１
月
９
日

　
　
　

宇
城
市
監
査
委
員　
　

園
田
靜
雄

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

末
久　

直

　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

栗
﨑
秀
人

3月23日（日）
投票所の投票時間は

午後６時までです

熊本県知事選挙
のお知らせ

平
成
19
年
度

宇
城
市
定
期
監
査
結
果
報
告
書

　
平
成
19
年
第
４
回
市
議
会
定
例
会
が
12
月
５
日
か
ら
19
日
ま
で
の
会
期
で
開
か

れ
、
平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
25
議
案
（
予
算
９
、
条
例
改
正
９
、
そ

の
他
７
）
を
審
議
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
決
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付
託
し
、
継
続
審
査
と
さ
れ
て
い
た
平
成
18
年

度
決
算
10
件
も
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
一
般
質
問
で
は
10
人
の
議
員
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

指
定
管
理
者
の
指
定

人

事

条

例

予

算

市
議
会
だ
よ
り
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